
[bookmark: _GoBack]令和６年４月22日　

指定障害福祉サービス事業者
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指定相談支援事業者　　　　　　　　代表者　様
指定障害児通所支援事業者
指定障害児入所施設

神奈川県福祉子どもみらい局　
福祉部障害サービス課長　
（公　印　省　略）

指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例等の公布について（通知）

本県の障がい福祉施策の推進につきましては、日頃より格段の御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
さて、この度、令和６年３月29日に児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例（平成25年神奈川県条例第５号)等を公布し、令和６年４月１日から施行しましたので通知します。

１　今回改正を行った条例
（１）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第５号)　（別紙１参照）
（２）指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第７号）（別紙２参照）
（３）指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第８号）（別紙３参照）
（４）指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第９号）（別紙４参照）
（５）指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例（平成25年神奈川県条例第10号）（別紙５参照）
（６）障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第11号）（別紙６参照）
（７）障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成25年神奈川県条例第13号）（別紙７参照）

２　施行日
令和６年４月１日



問合せ先
事業支援グループ　栗原、岡崎
電話　045-210-4717
福祉施設グループ　伊東
電話　045-285-0738
